
物価高騰の影響を受けている八女市内の介護保険指定事業所が利用者にサービス

を安定的に提供できるよう支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨

時交付金」を活用し、施設を運営する事業者に対して支援金を交付します。

八女市内の介護保険指定事業所の対象施設を有する事業者に対して、サービス区

分ごとに定めた支援金を交付します。

令和８年１月１日において八女市内に対象施設を有し、申請日に当該施設におい

て介護保険サービスの提供を実施している事業者となります。

備考 この表において、「高圧」とは契約電力が５０ＫＷ以上又は供給電圧が６,０００Ｖ以上の電力

をいい、「低圧」とは「高圧」以外の電力をいう。

事業概要

交付対象者と支援金の額

区分 事業種別 電気の種類 単価

入所系

・認知症対応型共同生活介護

高 圧
定員１人当たり

２４，９００円

低 圧
定員１人当たり

２４，１００円

・介護老人保健施設

高 圧
定員１人当たり

１２，９００円

低 圧
定員１人当たり

１２，１００円

通所系

・認知症対応型通所介護

・地域密着型通所介護

・小規模多機能型居宅介護

・看護小規模多機能型居宅介護

・通所リハビリテーション

高 圧
定員又は登録定員 1 人当たり

９，２００円

低 圧
定員又は登録定員 1 人当たり

８，１００円

訪問系

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・居宅介護支援

・介護予防支援

高 圧

及び

低 圧

１事業所当たり

１２，６００円



※申請日時点において、事業を廃止又は休止する旨の届出を行っている場合は、交

付対象となりません。

※県が実施する令和７年度福岡県社会福祉施設等物価高騰対策支援金の支援対象と

なっている事業所は、八女市の本事業の交付対象となりません。

【提出書類】

申請は、以下の様式第１号、様式第２号及び各添付書類をご提出ください。

※ 入所系及び通所系で電気の種類が高圧の場合は、添付資料３の提出が必要です。

入所系及び通所系で電気の種類が低圧の場合及び訪問系の場合は、添付資料３の提出

は必要ありません。

留意事項

・法人内で複数の事業所がある場合は、法人で取りまとめを行い、提出ください。

・定員数については、当該事業所の令和８年１月１日時点での届出の定員数を計上

してください。事業所の利用実人数ではありませんのでご留意ください。

【提出方法】

介護長寿課介護サービス係宛に、窓口持参又は郵送によりご提出ください。

【提出期限】 令和８年２月１６日（月曜日） ※必着

【提出先・問合せ先】 八女市役所 健康福祉部 介護長寿課 介護サービス係

〒８３４－８５８５ 福岡県八女市本町６４７番地

電話 ：０９４３－２３－２５４５

申請方法

入
所
系

通
所
系

訪
問
系

様式等 名称

必
須

必
須

必
須 様式第１号

八女市介護保険指定事業所物価高騰対策支援金交付申請書

（実績報告書兼請求書）

必
須

必
須

必
須 様式第２号

八女市介護保険指定事業所物価高騰対策支援金

（介護サービス事業所・施設等）申請内容内訳書

必
須

必
須

必
須 添付資料１ 振込口座の通帳の写し （貼付台紙あり）

必
須

必
須

必
須 添付資料２ 暴力団排除に関する誓約書 （貼付台紙あり）

※ ※ 不
要 添付資料３

高圧で受電している事業所・施設であることが分かる電気料

金の請求書等の写し （貼付台紙あり）


